
昭和39年6月2日 施行

令和6年5月18日 一部改正

第１章 総 則

第１条 この会は越木岩自治会と称し、事務所を越木岩会館内に置く。

第２条 この会の区域は西宮市に於ける旧越木岩地区（詳細は別紙の通り）とす。

第３条 この会は、地域内に住所を有する住民及び営業者を会員として構成する。

第２章

第４条 この会は、会員の福祉の増強、文化の向上及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。

２　この会は前項の趣旨に則り、特定の政治活動、宗教活動若しくは営利活動等を目的と

　　する特定の個人又は組織、団体等に加担することなく、中立の立場を維持する。

第５条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）　街路、河川に関する事項

（２）　公益灯、及び防犯灯に関する事項

（３）　保健、衛生に関する事項

（４）　公共の福祉に関する事項

（５）　会員相互の親睦に関する事項

（６）　各種団体に関する事項

（７）　その他目的達成に必要な事項

第６条 この会に次の専門部を設けて事業の推進に当り、西宮市に本部のあるものはその支部を

兼ねるものとす。

（１）　防犯活動に関する事項

（２）　環境衛生に関する事項

（３）　福祉文化に関する事項

（４）　公災害対策に関する事項

第３章

第７条 会員はこの会の財産又は施設によって利益を受ける権利を有し、会費を負担する義務が

ある。（但し理事会の承認を得て会費を免除することが出来る。）

第８条 会員は役員の選挙権、被選挙権を有する。

第９条 会員の資格を失った者は、この会の全財産について、その権利を失う。
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第４章 役 員

第１０条 この会に次の役員を置く。

（１）　会長　　　　 １名

（２）　副会長　　 ５名以内

（３）　会計　　　 ２名以内

（４）　監事　　　 ２名

（５）　理事　　　 別表の各選挙区毎に１名

（６）　委員　　　 別表の数

第１１条 この会の役員は、次の方法によって選出又は選任する。

（１）　会長は委員総会において選任する。

（２）　副会長・会計は、理事会において選出する。

（３）　監事は委員総会において選任する。

（４）　理事は各選挙区毎に区内委員の推挙を得て委員総会において選任する。

（５）　委員は各選挙区毎に互選によって選出し、その定数はおおよそ世帯数２０に対して

　　　　１名宛とする。

第１２条 この会に顧問、相談役を置くことが出来る。顧問は会長が理事会の同意を得て委嘱する。

相談役は学識経験者にて会長が適当と認めたる場合、理事会に諮り委嘱する。

但し顧問、相談役は健康上又はその他の理由により、会長が理事会に諮り解嘱すること

が出来る。

第１３条 役員の任期は２ヵ年とする。但し留任を妨げない。欠員によって就任した者の任期は、前

任者の残存期間とする。役員は、任期満了後といえども後任者の就任する迄その任務を

行うものとする。

第１４条 役員の任務を次の通り定める。

（１）　会長はこの会を代表し、会務を総理すると共に、西宮市の支部を代表する。

（２）　副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を分担して代行する。

（３）　会計は会計事務一切を行い、その収入、支出については分担して行う。

（４）　監事はこの会の業務及び会計を監査する。

（５）　理事は理事会を構成し、各選挙区を代表して、各事業の推進を図る。

（６）　委員は委員総会を構成すると共に、各事業につき選挙区の連絡に当る。
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第５章 会 議

第１５条 委員総会はこの会の最高議決機関で、会長が全役員に対し毎年１回招集する。

第１6条 委員総会は、別に規定した事業のほか予算及び決算ならびにこの会の運営に必要な事項を

議決する。

第１７条 理事会は毎月１回定期的に会長が招集し、必要な事項につき協議決定する。

但し会長が必要と認めた場合は、随時招集することが出来る。

第１８条 委員総会は出席構成員を以て開催し、出席者の過半数で議決する。但し、可否同数のとき

は議長が決する。

２　理事会は、構成人員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。但し、可否

同数のときは会長が決する。

第６章

第１９条 この会の事業及び会計の年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。

第２０条 この会の会費は１ヵ月、１世帯当り１００円とする。但し社会情勢、その他の事情により、

委員総会の議決を以て増減することが出来る。

第２１条 この会の経費は、会費及び事業収入、財団法人越木岩会よりの助成金、寄付金、その他

の収入を以てこれに充てる。

第７章 そ の 他

第２２条 この会則は、委員総会の議決を得なければ変更する事が出来ない。

第２３条 執行部会は、会長、副会長、会計を以て構成する。

２　執行部会の補助組織として、小委員会を置く事が出来る。

３　小委員会は担当副会長、理事、委員および一般会員を以て構成する。

第２４条 この会に事務局を置き、その担当者として書記及び庶務を有給にて雇用する事ができる。

２　事務局は、会長の命により、自治会運営に関する事項を処理する。

３　書記及び庶務の業務・待遇等については、雇用契約書により定めるものとする。

４　雇用契約内容の決定又は変更については、執行部で協議し、会長の承認を得るもの

　　とする。

第２５条 この会則の施行に関し、別に施行規則、規程を設ける事ができる。

第２６条 この会の選挙区及び委員の定数は、別表の通りとする。

２　選挙区の区域及び委員定数の変更は、必要に応じ理事会の協議を経て決定する。

財 産 及 び 会 計
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附則

この会則は、昭和３９年６月２日より施行する。

附則

この会則は、昭和４１年４月より施行する。

附則

この会則は、昭和４３年４月より施行する。

附則

この会則は、昭和４６年４月より施行する。

附則

この会則は、昭和４７年４月より施行する。

附則

この会則は、昭和４９年４月より施行する。

附則

この会則は、昭和５１年４月より施行する。

附則

この会則は、昭和６２年４月より施行する。

附則

この会則は、昭和６３年４月より施行する。

附則

この会則は、平成１２年４月より施行する。

附則

この会則は、平成１９年４月より施行する。

附則

この会則は、平成２３年４月より施行する。

附則

この会則は、令和６年５月より施行する。
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別表 令和６年4月現在

区 委 員 数

１区 11

２区 7

３区 25

５区 15

６区 19

７区 23

８区 7

９区 16

１０区 16

１１区 7

１２区 11

１３区 17

１４区 24

１５区 17

１６区 14

１７区 18

１８区 11

１９区 6

２０区 11

２１区 13

２２区 20

２３区 16

２４区 6

２６区 0
理事が兼務

330合計

　樋之池町（３） 樋之池町６番～９番、２４番～２７番

　苦楽園ヒルズ 樋之池町２７番のうち、苦楽園ヒルズマンション

 　コボリマンション 老松町１８番のうち、コボリマンション

　深谷・木津山町 深谷町２番～１２番、木津山町９番～１１番

　樋之池町（１） 樋之池町１６番～２３番、２７番、２８番

　樋之池町（２） 樋之池町１番～５番、１０番～１５番

　老松町（１） 老松町１番～９番

　老松町（２） 老松町１０番～１４番

　老松町（３） 老松町１５番～１８番

　松生町 松生町全域

　久出ヶ谷町 久出ヶ谷町全域

　松ヶ丘町 松ヶ丘町全域

　南越木岩町（１） 南越木岩町９番～１５番

　南越木岩町（２） 南越木岩町１番～８番

　菊谷町 菊谷町全域

　夙川第3コーポラス 豊楽町７番のうち、夙川第3コーポラス

　桜町 桜町全域

　美作・角石町 美作町全域、角石町１番

　松風町 松風町全域

　石刎町 石刎町全域

　豊楽町 豊楽町全域（但し　夙川第3コーポラスを除く）

　甑岩町 甑岩町全域

　毘沙門・角石町 毘沙門町全域、角石町２番～４番

　西平町 西平町全域

越木岩自治会選挙区別委員数

選 挙 区 名 該 当 区 域
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